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２．線引都市計画区域の手順分岐フロー図（建築確認申請までの手続き一覧） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） 既に宅地利用されていた場合は手続は不要です。 

現状に至った経過によっては、開発行為等の扱いとなることがあります。 

（注２） 要否については、指定確認検査機関と協議し、建築確認に適合証明書の添付が必要な

場合は、事前に適合証明書交付申請をしてください。 

（注３） 法第 34 条第 11 号及び 12 号に基づく区域指定は、本市ではありません。 

区画、形質の変更はありますか（P.7 メモ３参照） 

目的は、建築物の 

建築等ですか 

次のページに

記載（注１） 

面積は 

500 ㎡以上

ですか 

手続は 

不要です 

指導要綱の届出 

協 議 

↓ 

確認済書 

NO 

YES 

NO YES 

法第 29条第 1項

1～11 号該当で

すか 

市街化区域

ですか 

法第 29条第 1項

4～10 号該当で

すか 

手続は 

不要です 

（注２） 

建築確認 

申請 

市街化調整区域 

33 条の基

準に適合し

ていますか 

33 条、34 条の基

準に適合していま

すか（注３） 

開発不許可 

面積は 

500 ㎡以上 

ですか 

開発許可の手続 

法第 32 条協議 

↓ 

同 意 
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開発許可申請 
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許 可 
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工事着手届出 
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完了届 
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検査済証 

37 条申請 

(ただし書に該

当する場合) 

指導要綱の届出 

協 議 

↓ 

確認済書 

建築確認申請 

承認 

位置指定道路
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（注１） 要否については、指定確認検査機関と協議し、建築確認に適合証明書の添付が必要な

場合は、事前に適合証明書交付申請をしてください。 

（注２） 法第 34 条第 11 号及び 12 号に基づく区域指定は、本市ではありません。 

区画、形質の変更はありますか（P7 メモ３参照） 

前のページを 

参照してください 
目的は、建築物の建築

等ですか（注１） 

市街化区域 

ですか 
市街化調整区域 

面積は 

500 ㎡以上ですか 

開発許可を受けた 

土地ですか 

手続は 

不要です 

手続は 

不要です 

敷地に関する報告

書又は適合証明書

交付申請書を提出

してください 

42 条の許可

要件はあり

ますか 

29 条第 1 項 2、3

号又は 43 条第 1

項 1～3、5 号該

当ですか 

建築確認申請 

42 条許可

申請 

建築不可 

手続は 

不要です 

34 条各号に

該当しますか 

（注２） 

建築不可 

43 条許可申請 

許可 

許可 

YES NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 


